
診療費等未払金に係る債権管理回収業務委託の実施に伴う公募型プロポーザル実施要領 

 

診療費等未払金に係る債権管理回収業務（以下「本業務」という。）の内容並びに同業務に

係る公募型プロポーザルの各種手続、要件及び審査等については、次のとおりとする。 

 

第１ 目的 

  市立旭川病院（以下「当院」という。）の各診療科の受診又は入院に伴い患者等が負担

すべき診療費等については、市立旭川病院使用料及び手数料条例第４条第１項の規定に基

づき、当院の請求後に即時納付されるべきものであるが、実際にはその一部において支払

の滞り（未払金）が生じ、当院職員の回収努力にもかかわらず当該債権が解消しないもの

がある。 

本業務は、こうした未解消債権の管理と回収に伴う業務の一部を専門事業者に委託し、

回収率の向上をはかり、未払金の縮減による経営の安定化及び患者負担の公平性の確保を

図ることを目的とする。 

   

第２ 業務概要 

１ 業務名     診療費等未払金に係る債権管理回収業務 

２ 業務内容  

当院から委託した回収困難な債権における、債務者への電話又は文書による督促、交渉

及び折衝、所在等各種調査、そのデータ管理等とし、詳細は別紙仕様書のとおりとする。 

３ 履行期間   

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（長期継続契約） 

  ただし、契約締結後、翌年度以降において、本業務に係る予算額の減額又は削除があっ

た場合は、この契約を解除する。 

４ 施設概要（令和６年度実績） 

 (1) 病床数 ４８１床（許可病床，休床を含む） 

 (2) 延べ患者数 入院：９５，７０５人，外来：２０７，２９２人 

 (3) 診療収益（税込み） 

   ア 入院収益  ６，３８１，８８３千円（うち窓口取扱額４３２，８９４千円） 

   イ 外来収益  ３，３４２，２３５千円（うち窓口取扱額３８１，２５４千円） 

 (4) その他医業収益   ７１，９６７千円 

５ 債権委託実績（令和５年４月から令和７年１１月末日現在） 

 (1) 委託債権総額 ４７，４３４，４９１円（うち、令和７年度 ３，６８０，６０２円） 

 (2) 委託対象者数 ５４９人（うち、令和７年度 ４８人） 

 (3) 回収総額   １６，１７５，２６９円（うち、令和７年度 ３，４０１，１５１円） 

６ 予算概要等 

(1) 委託料目途額 

本業務に係る予算は金５，１２５，７０４円（税抜き４，６５９，７３０円）、単年 

 換算額１，７０８，５６８円（税込み）を予定している。 

ただし、本業務に係る予算が可決・成立しない場合は、今回の企画提案による業務の



執行は行わないこととする。また、予算案の減額があった場合には、仕様等を変更する

ことがある。なお、このことにより、プロポーザル参加者又は受託候補者において損害

が生じた場合にあっても、当院はその損害について一切負担しない。 

  (2) 予定委託債権額等 

    ア 予定委託債権総額 ３９，４４５，４６８円 

    イ 予定委託対象者数 ４５６人 

  なお、ア予定委託債権総額には、令和８年３月３１日時点での委託済み債権残額見込

み（２５，８５６，２３３円）を含む。また、債権の委託方法について受託者と協議しな

がら段階的に委ねていくこととする。 
 

第３ 契約担当部局 

  〒０７０－８６１０ 

 旭川市金星町１丁目１番６５号 

 市立旭川病院 外来棟１階 事務局医事課医事係 

  電話 ０１６６－２４－３１８１（内線５３５６） 

  F A X ０１６６－２６－０００８ 

   e-mail h_iji@city.askahikawa.hokkaido.jp  

 

第４ 参加資格要件  

プロポーザルに参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）は、次のすべての要

件を満たしていること。 

(1) 弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）第４条の規定による弁護士又は同法第３０条の

２の規定による弁護士法人であること。（ただし、公簿の日から第５の(1)に定める参加

表明書を提出する日までのいずれの日においても、弁護士法第５７条に規定する懲戒を受

けていない又は同法第５８条による懲戒手続に付されていないこと。） 

(2) 令和５年４月１日以降に、病床数４００床以上の病院において、債権回収業務の受託実

績が、現在履行中のものも含み１年以上（令和８年３月３１日までの見込み含む。）かつ

１回以上あること。 

(3) 市立旭川病院物品購入等入札参加資格者登録事務取扱要綱第２条に示す次の排除要件

に合致しないものであること。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の

４（政令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）の規定により競争入

札への参加を排除されている者 

イ 市町村税（特別区にあっては都税）又は消費税及び地方消費税を滞納している者 

(4) 市立旭川病院競争入札参加資格登録のある者にあっては、公簿の日から第５の(1)に定

める参加表明書を提出する日までのいずれの日においても、市立旭川病院競争入札参加資

格者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者にあっては更生手続開始の決定を受けていること。 

(6) 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者

にあっては再生手続開始の決定を受けていること。 



第５ 参加表明手続 

１ プロポーザル参加表明書の提出 

    プロポーザル参加希望者は、次のとおり参加表明書（様式１）及び資料（以下「参加

表明書等」という。）を提出しなければならない。 

    なお、期限までに参加表明書等を提出しない者又は参加資格要件に該当しないと認め

られた者は、このプロポーザルに参加することができない。 

(1) 提出書類 

ア 参加表明書 １部 

イ 事務所等の概要を紹介した冊子（作成されている場合のみ）６部 

ウ 弁護士又は弁護士法人であることを証する次のいずれかの書類 

      【弁護士として参加表明をする場合】 

       日本弁護士連合会が発行する登録等証明書（発行から３か月以内のもの）１部 

      【弁護士法人として参加表明をする場合】 

法務局が発行する履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）（発行から３か月以内

のもの）１部 

エ 弁護士法第５７条及び第５８条に関する申出書（様式２）１部 

オ 類似契約履行実績届（様式３）１部 

カ オにおける契約を証明する書類（契約書の写し等） １部 

(2) 提出期限 令和８年２月１２日（木）午後４時３０分までに必着 

(3) 提出場所 第３に同じ。 

(4) 提出方法 

  持参又は郵送によること。電子メール又はファクシミリによるものは受け付けない。 

(5) 留意事項 

参加表明書等の作成及び提出に要する費用は、すべて参加希望者の負担とする。 

２ プロポーザル参加資格の確認等 

(1) 参加資格要件の確認及び企画提案書提出要請 

      第４に定める参加資格要件に該当するか否かの確認結果通知は、令和８年２月１

６日（月）までに次に掲げる事項を記載した上で、参加希望者に電子メール又はフ

ァクシミリによる送信により行う。（通知文原本後日郵送する。） 

ア 参加資格を有すると認めた者にあっては、参加資格がある旨及び第６に示す企

画提案書の提出を要請する旨 

イ 参加資格を有しないと認めた者にあっては、参加資格がない旨及びその理由並

びに所定の期限までに理由について説明を求めることができる旨 

(2) (1)のイの通知を受けた者は、その理由について、次のとおり書面（様式は任意）

により旭川市病院事業管理者（以下「管理者」という。）に対し説明を求めること

ができる。 

ア 提出期限 令和８年２月１８日（水）午後４時３０分 

イ 提出場所 第３に同じ。 

ウ 提出方法 事前に電話連絡の上、電子メール又はファクシミリによること。 

(3) 管理者は、(2)の説明を求められたときは、令和８年２月２４日（火）までに説明



を求めた者に対し理由説明書を通知する。 

(4) (1)のアの内容の通知を受けた者が、第６に示す企画提案書を提出期限までに提出

しないときは、参加資格がある旨の通知にかかわらずプロポーザル参加資格を失うも

のであること。 

 

第６ 企画提案書作成要領 

 企画提案書の提出を要請された者（以下「企画提案者」という。）は、企画提案書作成

要領（別紙２）に定めるところにより企画提案書を６部作成し、提出するものとする。 

(1) 提出期限 令和８年２月２６日（木）午後４時３０分までに必着 

(2) 提出場所 第３に同じ。 

(3) 提出方法 持参又は郵送によること。電子メール又はファクシミリによるものは受け

付けない。 

(4) 企画提案書等の著作権等の取扱い 

ア 企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。 

イ 企画提案書は企画提案者に無断で使用しない。 

ウ 当院は、プロポーザルの手続及びこれに係る事務処理において必要があるときは、

提出された企画提案書等の全部又は一部の複製等をすることができるものとする。 

エ 当院は、企画提案者から提出された企画提案書等について、旭川市病院事業管理者

の所管に係る旭川市情報公開条例施行規程（平成２１年旭川市病院事業管理規程第１

２号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとする。 

 

第７ 質疑応答等 

(1) 参加表明書及び企画提案書の作成について質問がある場合においては、次のとおり質 

疑応答書により提出すること。 

ア 提出書類 質疑応答書（様式４） 

イ 提出期限 令和８年２月１９日（木）午後４時３０分まで 

ウ 提出場所 第３に同じ。 

エ 提出方法 事前に電話連絡の上、電子メール又はファクシミリにより提出すること。 

(2) (1)の質疑応答書は、質問者及び回答日において参加表明書を提出している者全てに対

し、電子メール又はファクシミリにより回答するものとする。 

 

第８ 失格事項 

 次のいずれかに該当した者は、その者を失格とする。 

(1) 参加資格要件を満たしていない者 

(2) 提出書類に虚偽の記載があった者 

(3) 実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の 

条件に適合しない書類の提出があった者 

(4) 受託候補者の特定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った者 

 

 



第９ 企画提案の審査及び評価基準 

 １ 審査会の設置 

   企画提案の審査、評価及び特定を行うため、診療費等未払金に係る債権管理回収業務プロ

ポーザル審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

 ２ ヒアリング等の実施 

   審査会において、提案内容をより理解するため、次のとおり企画提案書に係るプレゼン 

テーション及びヒアリングを次のとおり行う。 

(1) 実施方法 

   企画提案書等に係るプレゼンテーション及びヒアリングについては、オンラインにより 

 実施する。ただし、企画提案者より希望がある場合は、プレゼンテーション会場にて対面 

での実施も可能とする。 

ア 実施時間は、１者の持ち時間として説明２０分、質疑１０分の計３０分とし、Web会

議サービスを用いて、１者ずつ接続して実施する。 

  なお、Web会議サービスは企画提案者の提供とし、プレゼンテーション等の前日に接

続テストを行うものとする。 

  ただし、提供されるWeb会議サービスについては、当院の費用負担はないものとする。 

  対面での実施の場合、プレゼンテーション会場備え付けのスクリーンの使用は可能

だが、パソコン及びプロジェクターは各自で用意すること。 

イ 第６により企画提案書を提出後、追加資料の提出は禁止とする。 

ただし、ヒアリングの場において、提出された企画提案書と同一の図案や写真を用

いた説明用パネル等の使用は可能とする。 

ウ 欠席をした場合は、企画提案書の審査、評価等から除外する。 

エ ヒアリング等は非公開とする。 

(2) プレゼンテーション等実施日時及び場所 

 第４に示す参加資格を有すると認められた者に対し、企画提案書提出要請時に合わせ

て通知する。 

３ 審査項目及び評価基準 

   企画提案書及びプレゼンテーション等により、企画提案書作成要領の審査項目ごとに、別 

  表の企画提案採点法に基づき審査及び評価を行う。 

４ 受託候補者の特定 

   審査会において、３の審査及び評価により、各委員の評価点の合計を加算し順位を付け、 

 評価基準点（最大評価点（満点）の６０％）を超えた者の中で、最も評価点が高い者を、審 

  査会の合議の上、受託候補者として特定する。 

この評価点については、別表の企画提案採点法の定めに従って採点するが、審査項目ごと

に最高点及び最低点をつけた委員の点数を除くものとする。ただし、同一の審査項目におい

て最高点又は最低点をつけた委員が複数となったときは、それぞれいずれか１名の委員の点

数を除くものとする。 

   なお、評価点の合計が同点となる者が２者以上あるときは、審査会の合議により順位を決 

定する。 

 



５ 審査結果の通知 

(1) 受託候補者を特定したときは、速やかに企画提案者全者に対し、次の事項を電子メール

又はファクシミリにより通知するものとする。 

ア 受託候補者 

イ 評価点数 

ウ 受託候補者にあっては、今後の契約手続の旨 

エ 受託候補者とならなかった者にあっては、その理由及び所定の期限までに理由につい

て説明を求めることができる旨 

(2) 受託候補者とならなかった者が、その理由について説明を求める場合は、次のとおり書

面（様式は任意）により行うことができる。 

ア 提出期間 (1)の通知があった日から７日以内までの休日を除く、午前９時から午後

５時まで 

イ 提出場所 第３に同じ 

ウ 提出方法 事前に電話連絡の上、電子メール又はファクシミリによること。 

(3) 病院事業管理者は、(2)の説明を求められたときは、令和８年３月２３日（月）までに

説明を求めた者に対し理由説明書を送付する。 

６ 審査結果の公表 

受託候補者を特定したときは、次の事項を公表するものとする。 

(1) 受託候補者 

(2) 評価点数 

 

第10 契約に関する基本事項 

１ 契約の締結 

   受託予定者と当該業務について協議を行い、内容について合意の上、当該業務仕様書を 

作成するものとし、その仕様書に基づく見積書を徴取して随意契約の方法により契約を締 

結する。 

２ 契約保証金 

   市立旭川病院契約規程第２５条第８号及び市立旭川病院委託契約等の競争入札事務実施

要綱第２３条第１号（単価契約を締結しようとするとき。）の規程により免除とする。 

３ 契約書作成の要否 要する。 

４ 支払条件 毎月後払いとする。 

 

第11 その他 

１ 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

２ 参加表明及び企画提案に係る書類作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

３ 提出された書類は返還しない。また、一度提出した企画提案内容の変更はできない。 

４ 提出された書類は、提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。 

 

第12 スケジュール 

 本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりである。 



 スケジュール等に変更が生じた場合は、別途企画提案者に通知する。 

実施内容 実施期間又は期日 

参加表明書の提出 令和８年１月２３日（金）から令和８年２月１２日（木）まで 

参加資格要件確認結果通知

及び企画提案書提出要請 
令和８年２月１６日（月） 

企画提案書の提出 企画提案書提出要請日から令和８年２月２６日（木）まで 

ヒアリング等 企画提案書提出要請と併せて通知 

企画提案書審査結果の通知 令和８年３月中旬 

契約締結 令和８年３月３１日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表） 

企画提案採点法 
 

 企画提案の評価は、下表に定める方法により審査会委員が自身の主観に基づき、企画提案者

ごとに採点することをもって行う。（ただし、審査項目「１委託料」の【Ａ 成功報酬率】部分

の評価は、審査会委員による採点とはせず、下表に定める方法により行う。） 
 

審査項目 着眼点等 最高点 

１ 委託料 【Ａ 成功報酬率】 

 企画提案の評価を行ったすべての審査会委員による提案

者それぞれの合計点数に、次の基準により加点する。 

(1) 最低率を示した者 １５点 

(2) ２番目に低い率を示した者 １０点 

(3) ３番目に低い率を示した者 ５点 

(4) 上記以外の者 加点なし 

審査会委員

評価対象外 

【Ｂ 回収に伴う経費等】 

提案の実効性に着目した上で任意に評価する。 

５点 

２ 実施方針 公立病院の役割及び医療費の特性を理解した上での取組

が適法かつ適正か、また、病院の信頼性への配慮の程度や

業務遂行に向けた取組姿勢を任意に評価する。 

１５点 

３ 実施方法等 業務フロー、実施スケジュール管理により効率的かつ確

実に回収するための工夫等（実施方法、実施時期、実施回

数、債務者への配慮）を任意に評価する。 

１０点 

債務者からの問い合せ・クレーム・その他要求に対する

対応や当院との連絡・調整・報告等の方法、また、回収金

の保管方法の適切性を任意に評価する。 

１５点 

４ 実施体制 管理体制（指揮・監督）・業務に従事する者の資格・知

識・経験年数などの能力および役割の明確化・業務量に対

する人員配置の適切性を任意に評価する。 

１０点 

５ 法令等遵守等 企画提案者内部の規定も含めた法令等の遵守及び個人情

報保護のための体制、施設・設備等への対策の適切性を任

意に評価する。 

１０点 

６ 受託実績 令和５年４月１日以降における受託実績・回収率及び回

収額を任意に評価するものとし、公立医療機関等のものを

重視する。 

１０点 

７ 独自実施業務等 評価項目や仕様書に定めのない事項で本業務の効果を高

めるための具体的提案を任意に評価する。（当院への請求

額は「１委託料」において評価されるため、経費的側面は

無視し提案の有効性にのみ着目して評価する。） 

１０点 

審査会委員による企画提案者一者当たりの評価合計点数の最大値 ８５点 

 


